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社会資本の実態把握・将来推計の対象分野(社会資本メンテナンス小委員会)

分 野 説 明

道路 道路法第２条第１項に規定する道路

治 河川 河川法第３条第１項に規定する河川治

水

河川 河川法第３条第１項に規定する河川

砂防 砂防法第１条に規定する砂防設備

下水道 下水道法第２条第３号に規定する公共下水道、第４号に規定する流域下水道及び第５号に規定する都市下水路

港湾 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設

公営住宅 公営住宅法第２条第２号に規定する公営住宅

公園 都市公園法第２条第１項に規定する都市公園及び都市公園に準じて設置される特定地区公園（カントリーパーク）

海岸 海岸法第２条第１項に規定する海岸保全施設

空港 空港法第２条 空港法附則第２条第１項に規定する空港空港 空港法第２条、空港法附則第２条第１項に規定する空港

航路標識 航路標識法第１条第２項に規定する航路標識

官庁施設 官公庁施設の建設等に関する法律に基づき整備される合同庁舎、税務署等
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港湾施設及び技術基準対象施設の種類
○社会資本メンテナンス小委員会では港湾法第2条第5項に規定する港湾施設が対象分野。

港 湾 施 設 技術基準

○社会資本メンテナンス小委員会では港湾法第2条第5項に規定する港湾施設が対象分野。
○本検討会では、港湾法第56条の2の2の規定に基づき、技術基準に適合するよう施設の維持・改良を行うことが義務づけられている

技術基準対象施設を、推計の対象とする。

港 湾 施 設 技術基準

対象施設(港湾区域及び臨港地区内における次の施設)

一 水域施設 ・航路、泊地、船だまり ○

二 外郭施設 ・防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、胸壁 ○

三 係留施設 ・岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場、船揚場 ○

四 臨港交通施設 ・道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河、ヘリポート ○

五 航行補助施設 ・航路標識、船舶の入出港のための信号施設、照明施設、港務通信施設 ×

六 荷さばき施設 ・固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、上屋、荷さばき地 ○

七 旅客施設
・旅客乗降用固定施設

・手荷物取扱所、待合所、宿泊所

○

×

八 保管施設 ・倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場、貯油施設 ○

八の二 船舶役務用施設 ・船舶のための給水施設、給油施設、給炭施設（第十三号除く）、 船舶修理施設、船舶保管施設 ○

九 港湾公害防止施設 ・導水施設、公害防止用緩衝地帯、その他公害防止施設 ×

九の二 廃棄物処理施設
・廃棄物埋立護岸

・廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設、その他の廃棄物の処理のための施設（第十三号除く）

○

×

九の三 港湾環境整備施設
・海浜、緑地、広場 ○

九の三 港湾環境整備施設
・植栽、休憩所、その他の港湾の環境の整備のための施設 ×

十 港湾厚生施設 ・船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所、その他の福利厚生施設 ×

十の二 港湾管理施設 ・港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫、その他の港湾の管理のための施設（第十四号除く） ×

十一 港湾施設用地 ・前各号の施設の敷地 ×

(港湾の利用又は管理に必要な次の施設)

十二 移動式施設
・移動式荷役機械

・移動式旅客乗降用施設

×

○
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十三 港湾役務提供用移動施設
・船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給水、給油、給炭の用に供する船舶及び車両、廃棄物の処理の用に供する
船舶及び車両

×

十四 港湾管理用移動施設
・清掃船

・通船、その他の港湾の管理のための移動施設

×

×

○対象 ×非対象



海岸保全施設及び技術基準対象施設の種類

○社会資本メンテナンス小委員会では海岸保全施設も対象となっているが、本検討会では港湾施設を検討対
象としているため、海岸保全施設は検討の対象外とする。

海 岸 施 設 技術上の基準の
対象施設(海岸保全区域内における次の施設)

一 堤防 ・堤防 ○

二 突堤 ・突堤 ○

三 護岸 ・護岸 ○

四 胸壁 ・胸壁 ○

五 離岸堤 離岸堤 ○五 離岸堤 ・離岸堤 ○

六 砂浜 ・砂浜（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を維持するために設けたもので、指定したものに限る。） ○

○対象 ×非対象
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港湾施設の種類（港湾法第2条第5項より） 海岸保全施設の種類

港湾空間に存在する施設

港湾施設の種類（港湾法第2条第5項より）
① 水域施設
② 外郭施設
③ 係留施設
④ 臨港交通施設

⑥ 荷さばき施設
⑦ 旅客施設
⑧ 保管施設
⑧の2 船舶役務用施設

⑨の2 廃棄物処理施設
⑨の3 港湾環境整備施設
⑩ 港湾厚生施設
⑩の2 港湾管理施設

海岸保全施設の種類
（海岸法第2条第1項より）

①堤防
②突堤

④胸壁
⑤離岸堤

④ 臨港交通施設
⑤ 航行補助施設

⑧の2 船舶役務用施設
⑨ 港湾公害防止施設

⑩の2 港湾管理施設
※固定施設のみ

②突堤
③護岸

⑤離岸堤
⑥砂浜

④臨港交通施設
⑨の2廃棄物処理施設

①堤防④臨港交通施設
（道路）

②外郭施設

⑥荷さばき施設
（固定式荷役施設） 海岸保全区域

④臨港交通施設
（橋梁） ⑦旅客施設

（旅客乗降用固定施設）

⑧の2船舶役務用施設
（給水施設、給油施設）

⑨港湾公害防止施設
（公害防止用緩衝地帯）

⑨ 廃棄物処 施設
（廃棄物埋立護岸）

⑧保管施設
（貯油施設、危険物置場） ①水域施設

（泊地）

②外郭施設
（導流堤）

⑦旅客施設
（待合所）

F

⑤航行補助施設
信 施

⑧保管施設
積場

⑩港湾厚生施設
（港湾労働者等の休息所）

③係留施設
（係船浮標）

④胸壁

②外郭施設
（防砂堤）

①水域施設
（航路）

（泊地）

⑧保管施設
（貯炭場） ⑧保管施設

（貯木場）

①水域施設
（泊地）

（信号施設）

⑧荷さばき施設
（荷さばき地）

（野積場）

⑩の2港湾管理施設
（港湾管理事務所）

④胸壁

⑤航行補助施設
（航路標識） ④臨港交通施設

（鉄道）
⑧の2船舶役務用施設

（船舶修理施設

⑧保管施設
（倉庫）

（泊地）

②外郭施設
（防波堤） ③係留施設

（岸壁）

⑥荷さばき施設
（軌道走行式荷役施設） ③係留施設

（桟橋）
③係留施設

（船舶修 施設
陸上保管施設）

（岸壁）

⑨の3港湾環境整備施設
（緑地、広場）

③護岸②外郭施設
（護岸）

③係留施設
（浮桟橋）

②突堤
⑤離岸堤

⑥砂浜
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現状把握（対象施設）

現時点で把握している施設数の整理 （H24 5月現在）現時点で把握している施設数の整理

国有施設 港湾管理者所有施設 合計

（H24.5月現在）

水域施設 889 4,080 4,969

外郭施設 1,265 17,024 18,289

係留施設 1,650 11,563 13,213係留施設 , , ,

臨港交通施設 319 7,298 7,617

合計 4,123 39,965 44,088

※各地方整備局等及び港湾管理者への確認調査による
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所有者ごとの施設数 建設年度別施設数

港湾施設の現況把握（水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設合計）

（個）

国
9%

所有者ごとの施設数

800

1,000 

1,200 

建設年度別施設数

注）このほかに、建設年度不明が約9,200 施設ある

（個）

400 

600 

800 

港湾施設：
約44 000施設

港湾管理

者所有

0 

200 

（年）

約44,000施設

91%
国有 港湾管理者所有

ストックピラミッド平均年齢：30.6年 平均年齢：30.4年

（年）

200 0 200 400 600 800 1000 1200
92
86
80
74

平均年齢：30.6年 平均年齢：30.4年

（個） （個）（年）

74
68
62
56
50
4444
38
32
26
20
1414
8
2

国有 港湾管理者所有

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、2012年現在で建設年度が把握されている施設の平均 6



建設年度別施設数

港湾施設の現況把握（水域施設）

所有者ごとの施設数

100 

120 

建設年度別施設数

注）このほかに、建設年度不明が約1,900 施設ある

（個）

国

所有者ごとの施設数

60 

80 
18%

水域施設：
約5 000施設

0

20 

40 

港湾管理者

所有
82%

約5,000施設

スト クピラミ ド

0 

国有 港湾管理者所有

（年）

82%

40 20 0 20 40 60 80 100
92
86
80

ストックピラミッド平均年齢：29.7年 平均年齢：28.4年

（個） （個）
（年）

80
74
68
62
56
5050
44
38
32
26
20
1414
8
2

国有 港湾管理者所有

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、2012年現在で建設年度が把握されている施設の平均 7



建設年度別施設数所有者ごとの施設数

港湾施設の現況把握（外郭施設）

350 

400 

450 

建設年度別施設数

国
7%

所有者ごとの施設数

注）このほかに、建設年度不明が約4,500 施設ある

（個）

150
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300 
7%

外郭施設：
18289施設

外郭施設：
約18,000施設

0 

50 

100 

150 

港湾管理

者所有
93% 0

国有 港湾管理者所有

93%

100 0 100 200 300 00 00

ストックピラミッド平均年齢：32.2年 平均年齢：32.4年

（年）
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92
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（個） （個）
（年）
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50
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32
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1414
8
2

国有 港湾管理者所有

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、2012年現在で建設年度が把握されている施設の平均 8



所有者ごとの施設数 建設年度別施設数

港湾施設の現況把握（係留施設）

（個）

国
12%

所有者ごとの施設数

300

350 

400 

建設年度別施設数

注）このほかに、建設年度不明が約1,300 施設ある

（個）

12%

係留施設：
13213施設 150 

200 

250 

300 

係留施設：
約13,000施設

港湾管理

者所有
88% 0 

50 

100 

国有 港湾管理者所有

ストックピラミッド平均年齢：29.9年 平均年齢：31年

（年）

100 0 100 200 300 400
92
86
80
74

平均年齢：29.9年 平均年齢：31年

（個） （個）（年）

74
68
62
56
50
4444
38
32
26
20
1414
8
2

国有 港湾管理者所有

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、2012年現在で建設年度が把握されている施設の平均 9



所有者ごとの施設数 建設年度別施設数

港湾施設の現況把握（臨港交通施設）

国
4%

所有者ごとの施設数

350 
400 
450 

建設年度別施設数

注）このほかに、建設年度不明が約1,500 施設ある

（個）

臨港交通施
設：7617施設

150
200 
250 
300 

臨港交通施設：
約8,000施設

港湾管理

者所有 0 
50 

100 
150 

96%

ストックピラミッド平均年齢 31 1年 平均年齢 25 8年

国有 港湾管理者所有

（年）

100 0 100 200 300 400 500
92
86
80

ストックピラミッド平均年齢：31.1年 平均年齢：25.8年

（個） （個）（年）

74
68
62
56
50
4444
38
32
26
20
1414
8
2

国有 港湾管理者所有

出典：国土交通省調べ注）平均年齢は、2012年現在で建設年度が把握されている施設の平均 10



建設後５０年を超過する岸壁数

着実なストック整備の一方で、高度経済成長期に集中的に整備した施設の老朽化が進行。
港湾の基幹的役割を果たす係留施設では、建設後50年以上の施設が2010年の約5％から、2030年に
は約53％に急増。

2000

2500

整備岸壁数

各年度に整備した係留施設数と供用後50年を経過する施設数の推移

1500

2000
整備岸壁数

建設後50年以上を経過する岸壁数（累積）

500

1000

0

500

1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 20261946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021 2026

2010年 2030年2020年

供用後50年以上経過する岸壁の割合

約5% 約25% 約53%

※国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾の公共岸壁数（水深-4.5m以深）：国土交通省港湾局調べ

母数：岸壁約5,000施設※
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港湾施設の老朽化事例

腐食による 鋼矢板開孔桟橋床版下面鉄筋露出 上部工欠損

桟橋脚柱部鉄筋露出 エプロンひび割れ、剥離 上部工割れ
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資料 2-2

維持管理に関する港湾分野のこれまでの取組維持管理に関する港湾分野のこれまでの取組

省国土交通省 港湾局

平成24年10月22日平成24年10月22日

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



港湾施設の管理制度

○ 公共の港湾施設は 原則として港湾管理者（地方公共団体等）が一元的に管理運営○ 公共の港湾施設は、原則として港湾管理者（地方公共団体等）が一元的に管理運営。
○ 国有港湾施設においても、港湾法第５４条の規定（港湾工事によって生じた港湾施設は、国土交通大臣において港湾管理者に貸し付

け、又は管理を委託しなければならない。）に基づき、港湾管理者に管理委託。
○ 国は、港湾法施行令第１７条の９の規定に基づき、管理受託者から報告を求め、その職員に実地の監査を行わせ、及び管理受託者に

必要な指示をすることができる。必要な指示をすることができる。
○なお、港湾法第４３条の６の規定により、開発保全航路の開発及び保全については国土交通大臣が行うほか、第５５条の規定により、国

土交通大臣は国の直轄港湾工事によって生じた港湾施設を、港湾管理者を介することなく直接港湾運営会社に貸し付けることができ
る。

整備主体 国
港湾管理者

（地方公共団体等）
民間企業等

港湾改修事業〈直轄事業〉 民間事業

整備方式

港湾改修事業〈直轄事業〉

（国と港湾管理者との協議が
整った施設を国が整備）

〔港湾法第52条等〕

港湾改修事業〈補助事業〉

〔港湾法第42、43条等〕

民間事業

（港湾法第３７、３８条の２
等の規定により港湾管理
者の許可等が必要）港 者の許可等が必要）

資金調達先
国：整備主体として負担

港湾管理者：負担金

国：負担金又は補助金

港湾管理者：整備主体と
して負担

民間企業等

して負担

施設設置者

（所有者）
国（国有港湾施設） 港湾管理者 民間企業等

（所有者）

施設管理者
港湾管理者※

港湾法第54条により 港湾管理者 民間企業等

管理を委託

※港湾法第５５条の規定に基づく貸し付けを行う場合を除く

施設管理者 港湾法第54条により

港湾管理者に管理を委託

港湾管理者 民間企業等

1



港湾の施設の維持管理に関する取組状況

技術基準の整備
• 国土交通省港湾局では、港湾施設の計画的かつ適切な維持管理を推進するため、平成19年4月に
「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」（技術基準省令）を改正し、維持基準告示を整備。

技術的支援

技術基準対象施設は、維持管理計画等に基づき適切に維持されるものと規定。

• 維持管理計画書の作成や維持管理業務にあたっての技術的支援として、平成19年10月に「港湾の施設
の維持管理計画書作成の手引き」及び「港湾の施設の維持管理技術マニュアル」を作成

• 専門技術者の適切な配置を図るため、研修・資格制度を整え専門技術者の育成を促進

予算支援

• 平成20年度予算において、維持管理計画を策定するための費用を支援する制度を創設
既存の国有港湾施設について 国による長寿命化計画の策定（平成24年度まで）既存の国有港湾施設について、国による長寿命化計画の策定（平成24年度まで）
港湾管理者が所有する既存の港湾施設について、港湾管理者による長寿命化計画の策定に対する支援
（平成24年度（一部26年度）まで。平成22年度より交付金に移行）

• 平成21年度より「港湾施設改良費統合補助の適債化」• 平成21年度より「港湾施設改良費統合補助の適債化」
延命化に資する改良については、適債化の要望が認められ、起債対象となった。

その他

適切な資産管理のためのデ タベ ス構築に向けた検討• 適切な資産管理のためのデータベース構築に向けた検討

• 国有港湾施設の実地監査の実施（国有港湾施設の維持管理状況のチェック）

• 選択と集中による維持・改良投資の重点化
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＜技術基準＞港湾の施設の施工・維持に係る技術基準等の法体系

交通政策審議会 港湾分科会 答申
「安全で経済的な港湾施設の整備・維持管理システムのあり方について」（H17.12.26答申）

技術基準（国土交通省令で定める技術上の基準）の性
能規定化
・技術基準対象施設の要求性能の規定
設計の自由度の向上

港湾施設の計画的かつ適切な維持管理の重要性の高ま
り
・維持・改良費用の最小化
施設の安全性の確保（事故防止）・設計の自由度の向上 ・施設の安全性の確保（事故防止）

技術基準省令
港湾の施設の技術上の基準を定める省令の改正

・技術基準対象施設の設計･施工･維持についての基本的事項の規定 等 (H19.4.1施行）

告示

技術基準省令

港湾の施設の技術上の
基準の細目を定める告示

技術基準対象施設の施工に関す
る基準を定める告示

技術基準対象施設の維持に関し
必要な事項を定める告示

設計 施工 維持

告示

基準の細目を定める告示
（改正）

(H19.4.1施行）

る基準を定める告示
（新規）

(H19.4.1施行）

必要な事項を定める告示
（新規）

(H19.4.1施行）

•維持管理計画等に基づき、適切
に維持されることを標準化

•維持管理計画等に定める事項、
その他の基本的事項を規定その他の基本的事項を規定
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新たな施策の展開現状と課題

＜技術基準＞
安全で経済的な港湾施設の整備・維持管理システムのあり方について （答申の概要）

新たな施策の展開現状と課題

１．事前対応システムの整備
①性能規定化された技術基準における標準手法等の設計情報の国に

１．技術基準の性能規定化

・規制改革推進３カ年計画における基準類の性能規定化の方針を

よる提示

②国又は第三者機関による、技術的難易度の高い設計に関する技術

基準との適合性を確認する制度の創設

③港湾施設の計画的な維持補修を実施するための点検診断計画及び

踏まえ、港湾の施設の技術基準を性能規定化する予定

・これに伴い、創意工夫を活かした新たな設計方法が可能となる

ことから、港湾施設の安全性の確保の方策が重要な課題

検

維持補修計画の策定

２．事後対応システムの整備
①点検診断計画及び維持補修計画に基づく港湾施設の適切な維持

２．既存施設の老朽化への対応
・1960年代以降に急速に整備された港湾施設の老朽化が進展

・今後10年程度の間に設計上の耐用年数を迎える施設が急増 ①点検診断計画及び維持補修計画に基づく港湾施設の適切な維持

管理の推進

②港湾利用者、市民団体等と協働した港湾施設の維持管理の実施

③港湾施設の維持管理に係る情報開示と伝達手段の工夫

・今後10年程度の間に設計上の耐用年数を迎える施設が急増

・既存港湾施設の点検診断の強化、計画的な維持修繕の実施に

よる施設のライフサイクルの延命化が必要

④港湾施設の構造診断に係る資格制度の創設

３．国の支援体制
①港湾管理者・民間との共有を目指した波浪情報等の港湾情報収集・

３．広域的な視点に立った取り組み
・港湾工事で収集した波浪情報を自治体・民間へ提供するなど、広

域的視点に立った国と港湾管理者の役割が増大
①港湾管理者・民間との共有を目指した波浪情報等の港湾情報収集・

提供体制の整備

② 港湾施設の的確な整備・維持管理のための『匠の集団』の確保

（人材の育成と技術力の向上）

・港湾に放置されている船舶、自動車が、津波時等に流出し、港湾

施設・家屋の損壊等の被害拡大に繋がることが懸念

③第三者機関の技術力の確保・維持に向けた制度の厳格運用

４．港湾及びその周辺地域の総合的な維持管理の促進
①水域、陸域における船舶、自動車等の放置を禁止するための枠組みの

４．技術力の確保及び維持
・性能規定化された技術基準を十分に活用できるよう、設計者及び

技術基準との適合性確認を行う職員の技術力の向上が必要
①水域、陸域における船舶、自動車等の放置を禁止するための枠組みの

整備
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＜技術基準＞技術基準省令、維持告示について

港湾の施設の計画的かつ適切な維持管理の推進のため、技術基準（省令）の改正、新たな基準（告示）を整備

し、定期点検診断、補修方法などを示した維持管理計画に基づく維持管理の実施を標準化

○ 港湾の施設の技術上の基準を定める省令（改正）（平成19年4月1日施行）

● 港湾の施設の計画的かつ適切な維持管理へ

○ 港湾の施設の技術上の基準を定める省令（改正）（平成19年4月1日施行）

○ 技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（新規） （平成19年4月1日施行）

○ 港湾法施行規則（改正）（平成20年1月1日施行）

◆ ポイント

○ 港湾法施行規則（改正）（平成20年1月1日施行）

•維持管理計画等に基づき、適切に維持されるものと規定（省令）

•維持管理計画等は設置者が定めることを標準として規定（告示）

•維持管理計画等に定める事項、その他の基本的事項を規定（告示）

•専門技術者の適切な関与の下で維持管理を計画、実施することを規定（告示）

•施設の建設等の許可申請・届出に当たって、維持管理の方法の明示を規定（規則）
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＜技術的支援＞港湾の施設の維持管理計画書作成の手引き

概 要概 要
技術基準対象施設のうち、港湾の代表的な６種類の構造形式（横桟橋、矢板式係船

岸、重力式係船岸、重力式防波堤、泊地、ＰＣ箱桁橋）と、小規模施設を対象として、
維持管理計画書の作成例とその作成に当た ての留意点をまとめたもの維持管理計画書の作成例とその作成に当たっての留意点をまとめたもの。

構 成構 成
第１編 港湾の施設の維持管理計画の概要

第２編 維持管理計画書（標準型）の作成事例とその解説
係留施 （横桟 ） 係留施 （矢板式係船岸）１．係留施設（横桟橋）、２．係留施設（矢板式係船岸）

３．係留施設（重力式係船岸）、４．外郭施設（重力式防波堤）
５．水域施設（泊地）、６．臨港道路施設（ＰＣ箱桁橋）

第３編 維持管理計画書（共通指針準拠型）の共通指針（案）と作成事
例及びその解説
１ 維持管理計画書（共通指針準拠型）について１．維持管理計画書（共通指針準拠型）について
２．共通指針（案）
３．維持管理計画書（共通指針準拠型）

（平成19年10月発行、平成20年12月増補改訂）
監修：国土交通省港湾局
編集 国土交通省国土技術政策総合研究所
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<技術的支援>港湾の施設の維持管理技術マニュアル

概 要概 要
予防保全の考えを導入した港湾の施設のライフサイクルマネジメントを実現する

ため、施設別或いは構造形式別にその必要な点検診断技術、評価技術、変状の進行
予測技術 対策技術に いて取りまとめたもの予測技術、対策技術について取りまとめたもの。

構 成構 成
第１編 総 則
第２編 維持管理の方法

水域施設 外郭施設 係留施設 臨港道路施設水域施設、外郭施設、係留施設、臨港道路施設

第３編 港湾の施設の変状傾向と維持管理
水域施設、外郭施設、係留施設、臨港道路施設

湾 施 診第４編 港湾の施設の点検診断とその評価
水域施設、外郭施設、係留施設、臨港道路施設

第５編 点検・調査技術第 編 検
構造物、鋼材及び防食工、コンクリート

第６編 変状進行予測
鋼構造物 コンクリート構造物 マルコフ連鎖モデル鋼構造物、コンクリ ト構造物、マルコフ連鎖モデル

第７編 対策工の種類と選定
鋼構造物、コンクリート構造物

第８編 記録

（平成19年10月発行）
監修：国土交通省港湾局
編著：(独)港湾空港技術研究所
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維持管理計画の内容現地調査

＜技術的支援＞維持管理計画の内容

対象施設の維持管理の前提条件を設定
○供用期間

総論

維持管理計画の内容現地調査

維持管理計画の策
定に当たって、施設
の変状 劣化度

○
施
設
が
置

点
検
診
断

○
専
門
技
術○供用期間

○維持管理の基本的な考え方（維持管理レベルの設定等）

点検診断計画

の変状、劣化度、
置かれている環境
等を把握するため
に現地調査を実施

置
か
れ
る
諸
条

断
及
び
維
持
工

術
者
の
意
見
（
関

施設の点検の時期、内容を劣化予測等に基づき予め計画
・日常点検 ・一般定期点検診断 ・詳細定期点検診断
・一般臨時点検診断 ・詳細臨時点検診断

【調査内容】

施設に応じて、

条
件
、
設
計
供
用

工
事
等
の
難
易

関
与
）

常時に 点検診断
・測量

・目視調査

潜水調査

用
期
間
、
構
造

易
度
、
当
該
施
設

過大な外力が作用した場合や施設に突発型の変状が発生した可能性が
ある場合に実施する臨時点検診断の項目や総合評価を設定

異常時における点検診断

補修・経過観察等の維持管理に関する方針を決定
○工学的知見・判断に基づいて、当該施設の性能低下度を

点検診断結果により判定

総合評価・潜水調査

・詳細部材調査

等を実施

造
特
性
、
材
料

設
の
重
要
度
、点検診断結果により判定

○維持工事等の必要性の検討
○対策の緊急性等の行政的判断

維持工事等が必要 点検診断計画

等を実施 料
特
性
並
び
に

、
要
求
性
能
等

維持補修の方法や実施時期等を予め計画

維持補修計画
維持工事等が必要

対策不要

点検診断計画
の変更が必要

に等

維持工事等の実施

維持管理計画の見直し 8



＜予算支援＞維持管理計画策定に関する予算措置

○平成１９年の法令等の改正を受け、平成２０年度から平成２４年度までの措置（一部の
港湾管理者は平成２６年度まで）として、既存港湾施設の維持管理計画策定にかか
る予算が措置されているる予算が措置されている。

・国有港湾施設→国費率：10/10
・補助港湾施設→国費率：内地4/10、北海道6/10、離島6/10、奄美7.5/10、沖縄9/10）補助港湾施設 国費率：内地4/10、北海道6/10、離島6/10、奄美7.5/10、沖縄9/10）

※補助金の対象：係留施設、外郭施設（防波堤に限る）、臨港交通施設

○補助港湾施設については、平成２２年度に社会資本整備総合交付金、平成２３年度
に地域自主戦略交付金、平成２４年度には沖縄振興公共投資交付金が創設された
結果、現在、対象事業者に応じ以下の区分となっている。結果、現在、対象事業者に応じ以下の区分となっている。

交付金 対象事業者

社会資本整備総合交付金 都府県、政令指定都市以外の港湾管理
者（一部事務組合、港務局を含む）

地域自主戦略交付金 都府県、政令指定都市の港湾管理者

沖縄振興公共投資交付金 沖縄県内の港湾管理者
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＜参考＞港湾法における技術基準の規定

○港湾法〔抄〕○港湾法〔抄〕
（昭和２５年５月３１日法律第２１８号）

（港湾の施設に関する技術上の基準）

第五十六条の二の二 水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施
設（以下この項及び次項において「技術基準対象施設」という ）は 他の法令の規定の設（以下この項及び次項において「技術基準対象施設」という。）は、他の法令の規定の
適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とさ
れる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適
合するように 建設し 改良し 又は維持しなければならない合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
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＜参考＞技術基準対象施設 （港湾法施行令）

○港湾法施行令〔抄〕○港湾法施行令〔抄〕
（昭和２６年１月１９日政令第４号）

（港湾の施設）

第十九条 法第五十六条の二の二第一項の政令で定める港湾の施設は、次に掲げる港湾
の施設（その規模 構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く ）とするの施設（その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。）とする。
ただし、第四号から第七号まで及び第九号から第十一号までに掲げる施設にあっては、港
湾施設であるものに限る。

水域施設一 水域施設

二 外郭施設（海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設

及び河川管理者が設置する河川法第三条第二項に規定する河川管理施設を除く。）及 管 者 設置す 法第 条第 項 規定す 管 施設を除 。）

三 係留施設

四 臨港交通施設

五 荷さばき施設五 荷さばき施設

六 保管施設

七 船舶役務用施設

び八 旅客乗降用固定施設及び移動式旅客乗降用施設

九 廃棄物埋立護岸

十 海浜（海岸管理者が設置する海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設を除く。）十 海浜（海岸管理者が設置する海岸法第 条第 項に規定する海岸保全施設を除く。）

十一 緑地及び広場
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<参考>技術基準省令 （維持に関する基準）

○港湾の施設の技術上の基準を定める省令（技術基準省令）〔抄〕○港湾の施設の技術上の基準を定める省令（技術基準省令）〔抄〕
（平成１９年国土交通省令第１５号）

（技術基準対象施設の維持）

第四条 技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理
計画等に基づき 適切に維持されるものとする計画等に基づき、適切に維持されるものとする。

２ 技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置
かれる諸条件、構造特性、材料特性等を勘案するものとする。諸条件、構造特性、材料特性等を勘案す す 。

３ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状につい
ての点検及び診断並びにその結果に基づく当該施設全体の維持に係る総合的な評価
を適切に行った上で 必要な維持工事等を適切に行うものとするを適切に行った上で、必要な維持工事等を適切に行うものとする。

４ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設及び当該施設周辺の施設を安全に

利用できるよう、運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策を適切に行うものう、 法 明 そ 険防 関す 策 う
とする。

５ 前各項に規定するもののほか、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項は、告示
で定めるで定める。
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＜参考＞維持告示 （維持に関する基準の細則）

○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）

（用語の定義）

○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）
（平成１９年国土交通省告示第３６４号）

（用語の定義）

第一条 この告示において使用する用語は、港湾の施設の技術上の基準を定める省令
（平成十九年国土交通省令第十五号。以下「省令」という。）において使用する用語の例
によるによる。

（維持管理計画等）

第二条 技術基準対象施設の維持管理計画等は、当該施設の設置者が定めることを標
準とする。

２ 維持管理計画等は 次の各号に掲げる事項について定めることを標準とする２ 維持管理計画等は、次の各号に掲げる事項について定めることを標準とする。

一 当該施設の供用期間並びに当該施設全体及び当該施設を構成する部材の維持
管理についての基本的な考え方管理に ての基本的な考え方

二 当該施設の損傷、劣化その他の変状についての計画的かつ適切な点検診断

三 当該施設の損傷、劣化その他の変状についての計画的かつ適切な維持工事等

四 前三号に掲げるもののほか、当該施設を良好な状態に維持するために必要な維
持管理
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＜参考＞維持告示 （維持に関する基準の細則）

○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）
（平成１９年国土交通省告示第３６４号）

３ 維持管理計画等を定めるに当たっては、省令第六条に基づき設定される当該施設が
置かれる諸条件、設計供用期間、構造特性、材料特性並びに点検診断及び維持工事
等の難易度 当該施設の重要度等について 勘案するものとする。等の難易度、当該施設の重要度等について、勘案するものとする。

４ 維持管理計画等を定めるに当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状につい
ての点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価、維持工事等その他維持管

関する専門的知識 び技術 技能を有する者 意見を聴く とを標準とする理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の意見を聴くことを標準とする。
ただし、当該維持管理計画等を定める者が当該専門的知識及び技術又は技能を有す
る場合は、この限りでない。

５ 当該施設の用途の変更、維持管理に係る技術革新等の情勢の変化により必要が生じ
たときは、維持管理計画等を変更することを標準とする。

６ 第三項及び第四項の規定は 維持管理計画等の変更に いて準用する６ 第三項及び第四項の規定は、維持管理計画等の変更について準用する。

（維持管理計画等に定める事項の実施）

第三条 維持管理計画等に定める事項を実施するに当たっては、当該施設の損傷、劣化
その他の変状についての点検診断、当該施設全体の維持に係る総合的な評価及び維
持工事その他の維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行持工事その他の維持管理に関する専門的知識及び技術又は技能を有する者の下で行
うことを標準とする。
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＜参考＞維持告示 （維持に関する基準の細則）

○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）
（平成１９年国土交通省告示第３６４号）

（危険防止に関する対策）

第四条 技術基準対象施設の設置者は、省令第四条第四項に規定する運用方法の明確
化その他の危険防止に関する対策として 自然状況 利用状況その他の当該施設が置化その他の危険防止に関する対策として、自然状況、利用状況その他の当該施設が置
かれる諸条件を勘案して、次の各号に掲げる対策を行うことを標準とする。

一 当該施設の運用前及び運用後における点検又は検査並びに当該措置の実施につ
責 有 確いて責任を有する者の明確化

二 荒天時において当該施設を安全な状態に維持するために必要な措置及び当該措
置の実施について責任を有する者の明確化置 実施 責任を有する者 明確化

三 運用時において、当該施設の移動を伴うものについては、当該施設の風によ
る逸走防止に必要な措置及び当該措置の実施について責任を有する者の明確化
（H22.9.6施行）

四 前三号に掲げるもののほか、当該施設を安全な状態に維持するために必要な運用
規定の整備又は当該施設の管理者等により整備された運用規定の確認

２ 前項各号に掲げる対策は 相互に関連性をもって 体的に運用される技術基準対象２ 前項各号に掲げる対策は、相互に関連性をもって一体的に運用される技術基準対象
施設及び当該施設周辺の施設の安全確保に関する専門的知識及び技術又は技能を
有する者の下で行うことを標準とする。

15



＜参考＞維持告示 （維持に関する基準の細則）

○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）
（平成１９年国土交通省告示第３６４号）

（管理委託に係る技術基準対象施設の維持管理）

第五条 国土交通大臣が港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）その他の法律により
港湾管理者に管理を委託する技術基準対象施設の維持管理については 港湾管理者港湾管理者に管理を委託する技術基準対象施設の維持管理については、港湾管理者
は、当該施設について国土交通大臣が定めた維持管理計画に基づき、当該施設の適
切な維持管理を行うことを標準とする。

２ 国土交通大臣より技術基準対象施設の管理の委託を受けようとする港湾管理者は、
適切な維持管理を行うために必要と認めるときは、国土交通大臣に対して当該維持管
理計画の変更を求めることができるものとする。理計画の変更を求めることができるものとする。

３ 国土交通大臣は、管理を委託している技術基準対象施設の用途の変更、維持管理に
係る技術革新等の情勢の変化により必要が生じたときは、港湾管理者と協議の上、維
持管理計画を変更できるものとする持管理計画を変更できるものとする。

４ 第二項の規定は、国土交通大臣より技術基準対象施設の管理の委託を受けている港
湾管理者について準用する。湾管理者について準用する。

５ 国土交通大臣は、技術基準対象施設の管理の委託に係る契約書（港湾法施行令（昭
和二十六年政令第四号）第十七条の二に規定する契約書をいう。）に、第一項に規定す
る内容を定めることを標準とするる内容を定めることを標準とする。
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＜参考＞維持告示 （維持に関する基準の細則）

○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）○技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示（維持告示）
（平成１９年国土交通省告示第３６４号）

（供用を停止した技術基準対象施設）

第六条 供用を停止した技術基準対象施設は、港湾の開発、利用又は保全に支障を与え
ないよう 必要に応じて 当該施設の撤去又は適切な維持 当該施設周辺の安全確保ないよう、必要に応じて、当該施設の撤去又は適切な維持、当該施設周辺の安全確保
その他の適切な措置が講じられるものとする。

附 則附 則
（施行期日）

１ この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
（経過措置）

２ この告示の施行の際現に国土交通大臣が港湾管理者に管理を委託している技術基
準対象施設については、国土交通大臣が維持管理計画を定めるまでの間は、第五条の準対象施設については、国土交通大臣が維持管理計画を定めるまでの間は、第五条の
規定は適用しない。
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＜参考＞ （関連基準） 基準の細目を定める告示、施工告示

○港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示 〔抄〕
（平成１９年国土交通省告示第３９５号）

第１章 総則

（設計における施工及び維持への配慮）

第四条 技術基準対象施設の設計に当たっては、施工及び維持を適切に行えるよう、
必要な措置を講ずるものとする。

○技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示（施工告示） 〔抄〕○技術基準対象施設の施工に関する基準を定める告示（施工告示） 〔抄〕
（平成１９年国土交通省告示第３６３号）

（施工管理）（施 管理）

第四条 （略）

２ （略）

３ 技術基準対象施設を建設し、又は改良する者は、当該施設の適切な維持管理に資す
るよう、施工管理により取得した測定結果等の記録を維持管理計画等に反映することを
標準とする標準とする。
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＜参考＞ （関連手続き） 港湾法施行規則

（関連手続き）

○港湾法施行規則 〔抄〕

（港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可）

○港湾法施行規則 〔抄〕
（「港湾法施行規則の一部を改正する省令」 平成１９年国土交通省令第１９号）

（港湾区域内等における技術基準対象施設の建設等の許可）

第三条の五 法第三十七条第一項の港湾管理者の許可を受けようとする者は、次に掲げ
る書類を港湾管理者に提出するものとする。

一・二 （略）

三 建設又は改良を行おうとする技術基準対象施設を適切に維持するための維持管理
方法を記載した書類方法を記載した書類

（同規則に定める類似の手続き）・・・維持管理方法を記載した書類の提出が伴う
○第五条（臨港地区における行為の届出）
○第十一条の二（開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可）○第十 条の （開発保全航路内における技術基準対象施設の建設等の許可）
○第十四条の三（港湾施設の譲渡等）
○第二十七条の四（公告水域における技術基準対象施設の建設等の許可）
○第二十九条（水域施設等の建設又は改良）○第二十九条（水域施設等の建設又は改良）
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